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福島県内における除染実施地域と 
中間貯蔵施設予定地の位置関係 

環境省パンフレット「除染土壌などの中間貯蔵施設について」 

中間貯蔵施設 

　平成 27 年２月に、福島県並びに大熊町及び双葉町に中間貯蔵施設への搬入がを受け入
れられていただき、同年３月からパイロット輸送による除去土壌等の搬入を開始していま
す。

本資料への収録日：平成 28 年１月 18 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（平成27年度版）」 第9章 事故からの回復に向けた取組 




